
壱岐市立柳田小学校　　　　

いじめ防止基本方針（概要版）

　「いじめ」はどの子どもにも起こりうる、どの子どもも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、児童の尊厳が守られ、児童をいじめ
に向かわせないための未然防止に、本校のすべての教職員が取り組んでいます。そこで、「いじめ防止対策推進法」及び「壱岐市いじめ防止基本方
針」に基づき、本校の「いじめ防止基本方針」を策定しております。ここに、その概要をお知らせします。
　いじめは、すべての児童に関係する問題であり、いじめ防止のための対策を通して、児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができる
ように、保護者の皆様にも御協力をお願いします。
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命を大切にする柳小っ子


